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財 務 B

B
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B

業 務

管 理 ･ 運 営 に 関 す る 基 本 理 念 ， 方 針 等

市 民

実績

市の収入の増加

指定管理者が修繕できな
いものが，指定期間で1件
以下

・使用料収入を年間1,100
千円以上 目標にほぼ達

成できた。

該当なし

該当なし

施 設 設 置 目 的

南区上下諏訪木1775番地１

(１)新潟市都市公園条例（以下「条例」という。）に基づき，スポーツの普及および振興を図り市民の心
身の健全な発達と明るく豊かな市民生活の形成に寄与する管理運営を行うこと。
(２)公の施設管理運営の責務を認識して管理運営を行うとともに，住民サービスの向上や平等利用を確保
すること。
(３)利用者の意見及び要望を管理運営に反映させること。
(４)利用者に対し，安全で快適な環境を提供すること。
(５)新潟市個人情報保護条例に基づき，個人情報の保護を徹底するとともに，業務上知り得た情報につい
て守秘義務を遵守すること。
(６)効率的かつ効果的な管理運営を行い経費の削減に努めること。
(７)法令を遵守し施設の管理運営を適切に行うこと。
(８)指定管理者制度を理解し，実践すること。

各種サービス別満足度

物損事故に関するもの

人身事故に関するもの

公の施設目標管理型評価書

スポーツ基本法

新潟市都市公園条例

白根総合公園屋内プール

新潟市開発公社

南区

平成31年3月31日

南区地域課

施 設 概 要

敷地面積　７，７４２．３５㎡，延床面積 ２，０８５．１３㎡
建物構造　鉄筋コンクリート造平屋建（プール屋根は鉄骨造）
主要施設
　　　　　２５Ｍプール×６コース
　　　　　２２Ｍ歩行用プール×２コース
　　　　　幼児用プール
　　　　　男子・女子ロッカー室，シャワー室
　　　　　車いす利用者用更衣室，シャワー室
　　　　　見学スペース

平成26年10月18日

・ホームページアクセス数
（管理施設全体）が年間
10,000件以上

年間利用者数　32,000人
以上 目標達成

評価指標

スポーツの普及振興を図り，市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民生活の形成に寄与することを目
的として，体育施設を設置する。

アクセス数
28,094件

38,942人

指定管理者の管理運営責
任で臨時休業日０日

・７営業日以内
に回答
・マニュアルは
区に提出済み

適切に実施

・苦情・要望には７営業日
以内に回答
・苦情対応マニュアル整備

評価項目

広報の充実

基準利用者数の達成

苦情・要望に対する対応

評価コメント

目標達成

該当なし臨時休業時間

・補償を伴う事故発生件数
0件 該当なし

10,992,970円

該当なし

該当なし

プール監視要項整備 適切に実施
マニュアルは区
に提出済み

プール監視要項を整備し
実施する

・利用者アンケートで「満
足」が60％以上

各種サービスに
おける設問に、
「満足」が平均
79％

目標達成



A

B

B

B

B

B

B

A

B

B

指定管理者記載欄（アピールしたい事項・未達成項目への改善策等）
　・スポーツ教室開催、広告等での施設周知により、利用者数大幅増を達成。（前年度比、+6,500人以上）
　・新しい施設であることを最大限に活かし、一度来館したお客様にはまた来たいと感じていただける環境整備
　  (清掃、室温・水温設定等）を徹底している｡
　・館内、館外、それぞれに情報発信を充実させて、今来ていただいているお客様には更なる利便性の向上を図り、
　　まだ来館されたことのない新規のお客様にも興味を持ってもらい来館していただけるような対策を計画していく。

所 管 課 に よ る 総 合 評 価 （ 所 見 ）
当施設の指定管理業務は，基準書並びに業務計画書に基づき，適正に管理されている。利用者の獲得のため，近
隣地域にチラシを配布するなどの工夫が見られ，利用者数大幅増の結果につなげている。目標未達成の項目はあ
るが，今後も目標達成するため，創意工夫をしてほしい。

適切に実施関係法令の遵守

個人情報の取り扱いに関
するマニュアルの整備

業 務

・水難訓練8回
実施
・プール監視要
項、救助マニュ
アルは区に提出
済み

適切に実施

遵守

適切に実施

適切に実施

人 材

知識や技能の向上

・プール救助訓練を年１回
以上実施し担当者は全員
参加すること
・業務用の実施マニュアル
を整備している

労働基準の充足

労働関係法令の遵守

業務基準書等に定める事項
の遵守

業務基準書等に定める事
項の遵守

遵守 遵守

遵守

事業計画書・事業報告提
出の〆切厳守事業計画・事業報告の適切

さ

整備済み

適切に実施日常連絡の適切さ

・月次報告書の締切厳守
※市からの質問事項等の
〆切厳守 適切に実施

適切に実施

安全責任者の配置と安全確
保体制の確立

・安全責任者は常勤職員
が配置されているか
・安全責任者が不在の場
合の代理が決まっている
か
・連絡体制，連絡方法のマ
ニュアルが整備されている
か

事件・事故発生時の対応の
適切さ

・利用者の安全確保のた
めの対応要項が整備され
ているか（避難の誘導や
蘇生対応等）
・警察や消防への連絡体
制が整備されているか
・被害拡大の予防対策が
整備されているか（初期消
火，施設の閉鎖等）
・市の主管課への連絡体
制が整備されているか
・事件・事故対応訓練や講
習を年1回以上実施
・事故報告は発見より30分
以内
・重クレーム報告は1時間
以内
※一報は電話でよい

適切に実施

・施設長配置。
施設長不在の
時は次席
・緊急連絡網整
備済み

・緊急連絡網の
整備
・消防訓練、救
命訓練、各2回
実施
 ・警察指導によ
る防犯講習会を
1回開催
・全職員、普通
救命講習Ⅱ取
得

適切に実施

適切に実施

守秘義務の徹底

機密情報の取り扱いに関
するマニュアルの整備 整備済み

プール監視員の条件

・視力1.0以上（コンタクト
可・眼鏡可)
・泳力25m以上

適任者を採用

【評価基準】
Ａ：要求水準（評価指標）を達成し、かつその達成度・内容が優れている
Ｂ：要求水準（評価指標）が達成されている

Ｃ：要求水準（評価指標）が達成されていない


